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要旨
　本稿では、施設等を表す案内表示に用いられているピクトグラム（絵記号）について、その情
報伝達機能を分析するための観点を提示することを試みる。
　ピクトグラムは視覚的な記号であり、一定のデザインによって施設等に関する情報を表すもの
であるが、そこには複数の記号原理が共存することが認められる。そこで本稿では、はじめにピ
クトグラムの情報伝達機能を支える記号原理を概観のうえ、その非言語コミュニケーション機能
を分析するうえで必要ないくつかの観点を提示する。
　具体的には、（1）類像性の観点から見る記号表現と指示対象との関係 （2）類像性と約定性の
相関関係 （3）記号表現の構成性 （4）記号内容のコンテクスト依存度、という 4 つの観点を挙げ、
ピクトグラムによる情報伝達を総合的に分析するための指標として示すものである。
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1. 序論
　生活の多様な場面で目にする機会の多いピクトグラム（絵記号）であるが、言語に依らず情報
を視覚的に伝達し得る手段として、案内表示の用途でも広く使用されている。もともと日本国内
では、1964 年の東京五輪開催時にトイレや非常口などの位置を示すための図案が策定されたの
を機に普及したものであり、近年では、訪日外国人観光客の増加に応じて、使用場面がさらに拡
大している。また、2020 年の東京五輪・パラリンピック大会の開催に向け、国際規格に合わせ
た標準化も図られ、2017 年 7 月現在で 152 種類のピクトグラムが日本工業規格に登録されている。
　記号の機能は一般に「別のあるものを指し示すもの」と定義される。案内表示に使用されるピ
クトグラムは、対象に関する情報を視覚的に表す記号体系であり、言語で表現すれば冗長となる
情報を「一目で」表すことができ、さらに、言語の差異を超えて情報の送受信を可能とする有用
なコミュニケーション手段である。
　ただし、ピクトグラムは人工的に開発された記号体系であるため、記号表現であるデザインと
記号内容である案内情報とは一定のコードによって恣意的に結ばれており、このコードを理解し
ない場合には、原則として情報の送受信は成立しない。そこで、コードによる約定性を軽減すべく、
記号内容を類像的に反映したデザインの策定が専門家によって進められているのが現状である。
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　しかしながら、そのデザインの研究は「わかりやすい」記号表現の開発面のみに偏り、記号内
容と記号表現との関係性が十分に考慮されているとは言い難い。換言すると、受信者がピクトグ
ラムという記号をいかに認知・解釈しているかという視点が欠落しているのである。これでは、
いかにデザインを改訂しようとも、根本的な情報伝達機能の向上を図るには不十分な面が残る。
真に重要なのは、記号原理を踏まえたうえで、記号表現と記号内容との関係性を多面的に問い直
すことであると考えられる。
　案内表示の実例を記号論の観点から分析した先行研究例として、社会記号論を提唱する研究者
によるもの（Kress and Van Leeuwen 2006, Van Leeuwen 2005）や、英・カーディフ大学（Cardiff 
University）言語コミュニケーション研究センターの研究者によるもの（Jaworski and Thurlow 

（eds.） 2011）等を挙げることができる。これらは主に記号が受信者に促す行動を分析したもので
あるが、本稿では受信者による記号の解釈の側面に焦点を当てることとする。
　本稿の構成は、はじめに次章でピクトグラムが指示対象を表すうえでの記号原理を詳らかにし
たうえ、そこで確認した記号原理に即しつつ、続く各章でピクトグラム分析の観点の提示を試み
る。今回提示する観点は、（1）ピクトグラムが類像性によって表している指示対象は何か　（2）
類像性はコードに依らず実現し得るか　（3）ピクトグラムの意味は構成要素に還元可能か　（4）
情報内容はコンテクストによって変動し得るか、の 4 点であり、これらを以て総合的なピクトグ
ラム分析を行うための端緒としたい。

2. ピクトグラムの記号分類
　ピクトグラムが記号である以上、そこには当然、指示対象が存在する。案内表示のピクトグラ
ムは主に、施設・設備を指示対象として表すものと、特定の行為を表すものとに大別される。当
該施設・設備がいかなる目的で使用されるものであるのか、また、当該施設等においていかなる
行為が為されるのか、あるいは禁じられるか、といった情報を、視覚的記号によって表すのが、
案内表示におけるピクトグラムの主要な機能であると考えられる。
　こうした情報を言語に依らず直感的に理解してもらうため、ピクトグラムの記号表現は、指示
対象と視覚的に類似させたデザインとなるように意図されているものが多い。図 1 から 3 はピク
トグラムの実例であるが、いずれの記号表現にも、指示対象との類似性が認められる。

図 1. 　　　　　　　　　　　　図 2.　　　　　　　　　　　　　図 3.

 - 2 -

しかしながら、そのデザインの研究は「わかりやすい」記号表現の開発面のみに偏り、記号内

容と記号表現との関係性が十分に考慮されているとは言い難い。換言すると、受信者がピクトグ

ラムという記号をいかに認知・解釈しているかという視点が欠落しているのである。これでは、

いかにデザインを改訂しようとも、根本的な情報伝達機能の向上を図るには不十分な面が残る。

真に重要なのは、記号原理を踏まえたうえで、記号表現と記号内容との関係性を多面的に問い直

すことであると考えられる。  

案内表示の実例を記号論の観点から分析した先行研究例として、社会記号論を提唱する研究者

によるもの (Kress and Van Leeuwen 2006, Van Leeuwen 2005)や、英・カーディフ大学 (Cardiff 

University)言語コミュニケーション研究センターの研究者によるもの(Jaworski and Thurlow (eds.) 

2011)等を挙げることができる。これらは主に記号が受信者に促す行動を分析したものであるが、

本稿では受信者による記号の解釈の側面に焦点を当てることとする。  

本稿の構成は、はじめに次章でピクトグラムが指示対象を表すうえでの記号原理を詳らかにし

たうえ、そこで確認した記号原理に即しつつ、続く各章でピクトグラム分析の観点の提示を試み

る。今回提示する観点は、(1)ピクトグラムが類像性によって表している指示対象は何か  (2)類像

性はコードに依らず実現し得るか (3)ピクトグラムの意味は構成要素に還元可能か (4)情報内

容はコンテクストによって変動し得るか、の 4 点であり、これらを以て総合的なピクトグラム分

析を行うための端緒としたい。  

 

2.ピクトグラムの記号分類 

ピクトグラムが記号である以上、そこには当然、指示対象が存在する。案内表示のピクトグラ

ムは主に、施設・設備を指示対象として表すものと、特定の行為を表すものとに大別される。当

該施設・設備がいかなる目的で使用されるものであるのか、また、当該施設等においていかなる

行為が為されるのか、あるいは禁じられるか、といった情報を、視覚的記号によって表すのが、

案内表示におけるピクトグラムの主要な機能であると考えられる。  

こうした情報を言語に依らず直感的に理解してもらうため、ピクトグラムの記号表現は、指示

対象と視覚的に類似させたデザインとなるように意図されているものが多い。図 1 から 3 はピク

トグラムの実例であるが、いずれの記号表現にも、指示対象との類似性が認められる。  

 

図 1.           図 2.           図 3. 

       

[エスカレーター]       [階段]        [サッカー競技場] 

 
（画像出所：「公益財団法人  交通エコロジー・モビリティ財団」ホームページ）  

 

［エスカレーター］　　　　　　　　　［階段］　　　　　　　　　［サッカー競技場］
（画像出所：「公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団」ホームページ）

　図 1 ではエスカレーターの形状と利用者の姿が図案化されたうえ、運動の方向性が矢印によっ
て表されている。図 2 では、階段の断面図の形状が描かれ、そこを上下に移動する人物が図案化
されている。また図 3 では、球体を蹴る人物の姿勢が図案化され、それによってサッカー競技が

― 42 ―

新潟国際情報大学 国際学部 紀要



示されている。
　指示対象との関係を踏まえて記号を分析したパース（C. S. Peirce）の分類法に則せば、図 1
から 3 はいずれも、類像性によって対象を指示する「アイコン（icon）」に該当する。視覚的類
像性は、ピクトグラムのみならず、非言語コミュニケーションが成立するための重要な記号原理
であると言うことができる。
　ただし、すべてのピクトグラムが類像性を内包するわけではない。図 4 から 6 は、類像性が認
められないピクトグラムの例である。

図 4. 　　　　　　　　　　　　図 5.　　　　　　　　　　　　図 6.
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[矢印]       [リサイクル品回収施設]     [無線ＬＡＮ] 

 
（画像出所：図 4,5「公益財団法人  交通エコロジー・モビリティ財団」ホームページ、  
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　ここまで見たように、等しくピクトグラムであっても、その記号表現と記号内容との関係性を
支える記号原理は一律のものではなく、類像性、指標性、約定性、およびそれらの組み合わせに
よって、ピクトグラムは情報伝達を行うものと認められる。このことを確認したうえで、次章か
らは、ピクトグラムの記号性を分析するための観点の提示を試みる。

3. ピクトグラムの類像性
　はじめに検討するのは、ピクトグラムは視覚像によって何を表そうとしているのか、という点
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である。
　前述の図 1 は、エスカレーターという設備の形状を類像性によって表していると見ることもで
きる。しかしながら、そこで重要なのは、矢印記号が併用されることにより、動きの方向性が示
されている点である。つまり、図 1 のピクトグラムは、単に指示対象設備の形状を表すのみなら
ず、その機能を示したものだと言える。
　図 2 においても、もし階段の断面という施設の形状を表すことのみが目的であれば、人物の図
案は不要となる。そこに人物が歩行する図案を加えたことの目的は、歩行によって上下階への昇
降を可能とする機能性を示すものと考えられる。
　このように案内表示においては、指示対象の形状や構造性を示すことが主たる目的ではなく、
その機能性を表しているものが多い。図 3 が典型的な例で、ピクトグラムが表すのはサッカー競
技場の形状ではなく、その施設で行われる特定の競技であり、そのために身体性による類像性が
用いられている。たしかに、競技場という施設の形状を類像性によって表したところで、施設案
内としての情報度は高いとは言えないであろう。案内情報として重要なのは、当該施設や設備が
どのような用途で使用され得るかを伝達することにあると考えられる。
　この観点から、改めてピクトグラムのデザインを見てみると、類像性の細部に盛り込まれた意
図を認めることができる。

図 7. 　　　　　　　　　　　図 8.　　　　　　　　　　　　図 9.
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  [非常口]         [くず入れ]      [コインロッカー] 

 
（画像出所：「公益財団法人  交通エコロジー・モビリティ財団」ホームページ）  
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示されている。開いた空間を走り抜ける人物が図案化されているが、これもまた、緊急時に外部

への脱出を可能とする機能性を示したものである。ここで人物像の足元に注目すると、足の影に

相当するものが描かれていることに気づく。影が生じるのは光線が当たるためであり、空間部か
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 ［非常口］ ［くず入れ］ ［コインロッカー］ 
（画像出所：「公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団」ホームページ）

　図 7 は施設で目にすることの多い非常口のピクトグラムであり、通常、白地に緑色の配色で表
示されている。開いた空間を走り抜ける人物が図案化されているが、これもまた、緊急時に外部
への脱出を可能とする機能性を示したものである。ここで人物像の足元に注目すると、足の影に
相当するものが描かれていることに気づく。影が生じるのは光線が当たるためであり、開口部か
ら外光が差していることが示されている。つまり、このピクトグラムが表しているのは、当該空
間が施設外部につながっているという事実なのである。
　図 8 のピクトグラムは、ゴミを捨てるための設備を表すものであるが、その設備の形状がバケ
ツ状であることに意味はない。ここでは、ゴミくずを廃棄するために使用する設備の機能性を示
すうえで、人物像の手元の下部に 3 片の印が記されており、その小ささと断片性が不要物を想起
させるものとなっている。
　なお、施設および設備の機能性は人物像の身体性によって示されるばかりではない。図 9 はカ
バンとそれを取り囲む四角形、そしてその上方に記された鍵の図案の組み合わせによって、コイ
ンロッカーを表している。このピクトグラムに人物像は用いられていないが、ここでもやはり、
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情報として示されているのは施錠して荷物を保管するという機能であり、この機能性を表すため、
荷物、閉鎖空間、鍵、といった要素が類像性によって示されているのである。
　ここまで見たのはごく一部の例であるが、実際に多くの案内表示においては、指示対象施設等
の機能性を表すことが目的とされている。施設および設備は人間が使用するものである以上、そ
れらの利用可能性に関しては、身体像によって行動を類像的に表したものが多く認められるが、
必ずしもそればかりではない。この類像性が表す機能性に注目したうえで、ピクトグラムを分類
することが、その情報伝達を詳細に分析する出発点となるものと考えられる。

4. ピクトグラムの約定性
　続いて検討するのは、前章でも見たピクトグラムの類像性が、どこまで自律的に成立し得るも
のであるか、という点である。換言すると、ピクトグラムの類像性はコードに依らずに成立して
いるのか、ということになる。
　まず、原則から言えば、ピクトグラムは視覚的類像性を活用しているが、その記号性はやはり
コードによって支えられており、当該コードを理解しない受信者が正確な意味を解読することは
できないものである。その意味ではピクトグラムもまた、言語記号と同一の記号原理を有してい
る。しかし、このコード依存性を可能な限り低減し、非言語コミュニケーションの手段となるこ
ともまた、ピクトグラムの使命であると言える。
　では、ピクトグラムにおける記号表現と記号内容との結びつきが、どこまでコードに依らずに
成立し得るかを、実例に基づいて考察してみたい。

図 10. 　　　　　　　　　　 図 11.　　　　　　　　　　　 図 12.
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図 10.           図 11.           図 12. 

       

   [お手洗]         [喫煙所]         [飲料水] 

 
（画像出所：「公益財団法人  交通エコロジー・モビリティ財団」ホームページ）  

 

［お手洗］ 　　　　　　　　　　［喫煙所］　　　　　　　　　　 ［飲料水］
（画像出所：「公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団」ホームページ）

　トイレを表す図 10 のピクトグラムは、向かって右に男性、左に女性が図案化され、中央に仕
切り線が配されている。これによって、男性用と女性用が区分されている施設であることが示さ
れており、そうした施設はトイレに限定されるわけではないが、慣習的にこの図案はトイレを表
すものとして使用されている。この施設限定性にもコードの介在を見て取ることが可能であるが、
ここではそれよりも、男性と女性を表す図案の方に注目したい。
　この男女を表す図案は、組み合わせの中で用いられるばかりでなく、周知のとおり、それぞれ
独立して男性、女性を表すものとして使用されている。両者の差異はシルエットの違いによって
示されており、両性を区別するために、女性は腰部が細くスカートを身に着けた図案となってい
ることがわかる。この際、女性の腰部の細さは生物学的な性差の特徴であるが、着衣という社会
的な要素を取り入れている点に、類像性を超えた約定性を見ることができる。つまり、特定の着
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衣の形状が女性を表すことはコードによる約束事に過ぎず、このコードを了解しない受信者は、
指示対象を解読することができないのである。
　次に、喫煙所を表す図 11 で用いられているのは、人物が喫煙している姿ではなく、煙の出る
タバコが図案化されている。ただし、その図案がタバコであるとわかるのは、我々がコードに基
づいて記号を解読しているためと考えた方が妥当である。図 11 の図案自体は、たとえば煙を出
す工場を図案化したものと見てもおかしくはなく、類像性のみを根拠に考えれば、多義的な解釈
を可能とする。その中で、そこに描かれたものをタバコと理解し、さらに、タバコの販売ではな
く喫煙という行為を理解することができるのは、恣意的に結ばれた記号表現と記号表現の関係性
を、我々がコードとして理解しているからに他ならない。
　さらに、飲料水を表す図 12 では、水道の蛇口と水の入ったコップが図案化されている。しか
しながら、これを類像性によってのみ解釈すれば、妥当な解釈は「給水施設」ということになる
であろう。このピクトグラムが飲料水を表すことを理解するためには、やはりコードを知ってお
く必要がある。そもそも水道から出る水が飲用に適するというのは海外では一般的でなく、むし
ろ類像性によって解釈すると、飲用には適さないとの理解が得られても不思議ではない。その記
号内容を飲料水と解読するためには、やはり約定性が根拠となるのである。
　このように、類像性によって対象を指示しているかに思われるピクトグラムであるが、やはり
コードなくしては成立することができない。つまり、コードを理解しない受信者はピクトグラム
から正確な情報を解読し得ないこととなる。このことを踏まえたうえで、さらにどこまで類像性
を求めるかを考えることが、ピクトグラムの情報伝達機能を分析する際には不可欠である。

5. ピクトグラムの構成性
　ピクトグラムの中には、複数の構成要素に分解可能なものが存在する。全体の意味が、それら
の構成要素の意味の和として成立する場合、そこに構成性が存在すると言える。
　まず、わかりやすい例として、各種禁止行為を表すピクトグラムについて確認してみたい。
　図 13 のピクトグラムは、通常、白地に赤で表示され、一般的な禁止事項を表すものであるが、
これが単独で使用されるのは例外的であり、他のピクトグラムと組み合わせて使用されることが
多い。たとえば、喫煙所を表す図 11 と組み合わせた図 14 は禁煙を表し、飲料水を表す図 12 と
組み合わせた図 15 は非飲料水を示す、といった具合に体系的に意味が合成されている。
　しかし、当然のことながら、すべてのピクトグラムが体系的な構成性に基づいているわけでは
なく、複数の原理が混在していることを示す例も存在する。

図 13. 　　　　　　　　　　　図 14.　　　　　　　　　　　　　図 15.
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図 13.           図 14.           図 15. 

        

  [一般禁止]         [禁煙]          [飲めない] 

 

図 16.           図 17.           図 18. 

       

  [立入禁止]         [捨てるな]        [レストラン] 

 
（画像出所：「公益財団法人  交通エコロジー・モビリティ財団」ホームページ）  

 

図 16 は立入禁止区域を示すピクトグラムであるが、禁止を表す図案と組み合わせられているの

は、「男性」を表す図案である。よって、構成性に基づいて考えれば、これは「男性禁止」と解読

され、女性専用の施設等を示すものと考えるのが妥当となる。もちろん、立入禁止を表すうえで

両性を併記する必要性はなく、男性の図案を以て両性を代表したものと考えることができるが、

その場合であっても、立入を表すような動作を示す図案を用いれば、より直感的な理解が可能で

あると思われる。問題は、男性を表す図案として存在するものが、他の記号と合成されることで

意味を変化させてしまっている点にあり、図 14 や 15 のように意味を継承しているものと併存す

る点で混乱を招きかねない。  

次の図 17 では、手と紙屑の図案が禁止の図と合成されることでゴミの廃棄禁止が表されており、

このピクトグラム自体は、非常に理解しやすいものの一つであると思われる。しかし、構成性と

いう観点から見た場合、ゴミ廃棄用設備に関しては前述の図 8 のピクトグラムが存在しており、

これと異なる図案が用いられている点で体系の一貫性が損なわれている。厳密に考えれば、ゴミ

廃棄用設備と廃棄行為禁止とは対立概念ではないのかもしれないが、一考の価値があるものと思

われる。  

図 18 は禁止を表すものではなく、飲食店を表すピクトグラムである。図案の中に店舗を表す要

素は存在せず、食事の際に使用する道具の図案が用いられているのみであるが、飲食用の道具に

よって飲食店を表すというメトニミーに基づく意味が実現している。これに対して、後述するコ

ンビニエンスストアを表すピクトグラムでは。店舗であることを表す要素として、建物の屋根を

［一般禁止］　　　　　　　　　　　［禁煙］　　　　　　　　　　　［飲めない］
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  ［立入禁止］ 　　　　　　　　　 ［捨てるな］　　　　　　　　　　［レストラン］
（画像出所：「公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団」ホームページ）

　図 16 は立入禁止区域を示すピクトグラムであるが、禁止を表す図案と組み合わせられている
のは、「男性」を表す図案である。よって、構成性に基づいて考えれば、これは「男性禁止」と
解読され、女性専用の施設等を示すものと考えるのが妥当となる。もちろん、立入禁止を表すう
えで両性を併記する必要性はなく、男性の図案を以て両性を代表したものと考えることができる
が、その場合であっても、立入を表すような動作を示す図案を用いれば、より直感的な理解が可
能であると思われる。問題は、男性を表す図案として存在するものが、他の記号と合成されるこ
とで意味を変化させてしまっている点にあり、図 14 や 15 のように意味を継承しているものと併
存する点で混乱を招きかねない。
　次の図 17 では、手と紙屑の図案が禁止の図と合成されることでゴミの廃棄禁止が表されてお
り、このピクトグラム自体は、非常に理解しやすいものの一つであると思われる。しかし、構成
性という観点から見た場合、ゴミ廃棄用設備に関しては前述の図 8 のピクトグラムが存在してお
り、これと異なる図案が用いられている点で体系の一貫性が損なわれている。厳密に考えれば、
ゴミ廃棄用設備と廃棄行為禁止とは対立概念ではないのかもしれないが、一考の価値があるもの
と思われる。
　図 18 は禁止を表すものではなく、飲食店を表すピクトグラムである。図案の中に店舗を表す
要素は存在せず、食事の際に使用する道具の図案が用いられているのみであるが、飲食用の道具
によって飲食店を表すというメトニミーに基づく意味が実現している。これに対して、後述する
コンビニエンスストアを表すピクトグラムでは、店舗であることを表す要素として、建物の屋根
を模した要素が図案として存在する。同じく店舗を表すものであれば、レストランにおいても同
様の要素を付すことも考えられ、さらに、レストランに限らず、喫茶店、バーなどの飲食施設、
薬局や理容店など商業施設を表すピクトグラムでも、等しく店舗であることを示す要素を組み合
わせることで、統一的な理解が可能になるものと思われる。
　構成性が適用される記号体系においては、単位の経済性が実現し、限られた記号表現によって
複合的な意味を表すことが可能になる。しかしながら、ピクトグラムの視覚像は機械的に合成す
ることに限界もあり、効果的な情報伝達のために体系全体を考慮する必要がある。

6. ピクトグラムのコンテクスト依存度
　最後に検討するのは、ピクトグラムとそれが使用される場面との関係性についてである。ここ
まで、ピクトグラムのデザインが特定の指示対象を表すうえでの記号原理として、類像性、約定
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性、構成性について考察したところであるが、実は記号の使用環境もまた、意味の解釈に影響を
与え得ることを確認したい。
　たとえば前述の図 11 が喫煙を表すうえでは、ピクトグラムが表示されている空間が限定的に
認識される必要がある。空間的限定が不明なままで図 11 が用いられた場合、記号の受信者には
喫煙の可否が判断できず、記号内容が無意味なものとなる。
　また、たとえば図 2 の階段の図案が階段の前に表示されていた場合、現実の階段を見れば昇降
可能な施設であることはピクトグラムに依らずとも一目瞭然であり、それ以外の意味を求めてし
まうことになりかねない。図 2 は扉の前などに表示されることによって、その扉の向こうに昇降
可能な設備があることを示す案内表示として機能するものである。

図 19. 　　　　　　　　　　　 図 20.　　　　　　　　　　　 図 21.
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性、構成性について考察したところであるが、実は記号の使用環境もまた、意味の解釈に影響を

与え得ることを確認したい。  

たとえば前述の図 11 が喫煙を表すうえでは、ピクトグラムが表示されている空間が限定的に認

識される必要がある。空間的限定が不明なままで図 11 が用いられた場合、記号の受信者には喫煙

の可否が判断できず、記号内容が無意味なものとなる。  

また、たとえば図 2 の階段の図案が階段の前に表示されていた場合、現実の階段を見れば昇降

可能な施設であることはピクトグラムに依らずとも一目瞭然であり、それ以外の意味を求めてし

まうことになりかねない。図 2 は扉の前などに表示されることによって、その扉の向こうに昇降

可能な設備があることを示す案内表示として機能するものである。  

 

図 19.            図 20.           図 21. 

       

[温泉]       [コンビニエンスストア]    [切符売場／精算所] 

 
（画像出所：図 19,21「公益財団法人  交通エコロジー・モビリティ財団」ホームページ、  

図 20 平成 29 年 7 月 20 日付  経済産業省広報資料「案内用図記号の JIS 改正」）  

 

さらに、図 19 のピクトグラムは温泉の湯気を図案化したものであるが、外国人にとっては「暖

かい料理を提供する飲食店に見える」とも伝えられている 1（2017 年 5 月 9 日  読売新聞朝刊  ス

ポーツ面）。実際に、店舗の前に図 19 が表示されていたとすれば、湯気の上がる料理皿という解

釈も妥当なところであり、使用場面との関係で多義的な解釈を許容するものと思われる。  
                                                                          
1 こうした誤解を避けるため、温泉を表すピクトグラムに関しては、2017 年 7 月の改訂時、国際

標準化機構の規定に即して、人物の図案入りのものの併用が認められた。  

　　　［温泉］　　　　　　　　 ［コンビニエンスストア］　　　　　［切符売場／精算所］
（画像出所：図 19, 21 「公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団」ホームページ、

　　　　　　　　　　　　図 20 平成 29 年 7 月 20 日付 経済産業省広報資料「案内用図記号の JIS 改正」）

　さらに、図 19 のピクトグラムは温泉の湯気を図案化したものであるが、外国人にとっては「暖
かい料理を提供する飲食店に見える」とも伝えられている 1（2017 年 5 月 9 日 読売新聞朝刊 スポー
ツ面）。実際に、店舗の前に図 19 が表示されていたとすれば、湯気の上がる料理皿という解釈も
妥当なところであり、使用場面との関係で多義的な解釈を許容するものと思われる。
　図 20 のピクトグラムは、2017 年 7 月に日本工業規格に登録されたものであるが、飲食料品の
うえに屋根の形状を模した図案を配したデザインは、店舗に対して表示されることによって飲食
料の購入可能性が解釈され得るが、同一のデザインが公共空間で使用されれば、単に飲食可能な
空間を示すものと解釈されても不思議はないと思われる。
　同様に図 21 も、これが切符売場あるいは精算所であると理解するうえでは、人物が手にして
いる物体が切符であり、左側の図案が券売機／精算機を表すものと認識する必要があるが、その
ためには、このピクトグラムが駅構内に表示されていることが必要である。ピクトグラムのデザ
イン自体は、表示される場所によっては、自動販売機やバス停留所などと解釈される可能性のあ
る多義的なものと考えられる。
　以上はあくまで一例であるが、ピクトグラムの多義性を限定する役割が、記号が使用されるコ
ンテクストという、記号外部の要素によって担われていることが確認できる。コンテクストによっ
て記号の多義性が限定される現象は、言語記号をはじめ広く認められる原理であるが、ピクトグ
ラムの分析に際しても、使用環境との関連性を踏まえることが有用と思われる。

1　こうした誤解を避けるため、温泉を表すピクトグラムに関しては、2017 年 7 月の改訂時、国際標準化
機構の規定に即して、人物の図案入りのものの併用が認められた。
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7. まとめ（ピクトグラムの情報伝達機能の分析に向けて）
　本稿では、案内表示の用途で使用されているピクトグラムを視覚的な記号と捉え、その記号原
理を確認したうえで、ピクトグラムの情報伝達機能を分析する際に有用と思われる、いくつかの
観点の提示を試みた。
　まとめると、ピクトグラムは類像性、指標性、約定性という記号原理によって、主に対象施設
等の機能性を表すものとして用いられている。ピクトグラムにおける記号表現と記号内容との関
係は原則として約定性に基づくものであるが、類像性や構成性を組み合わせることによって、コー
ドを知らない受信者にも直感的に理解できるように工夫が為されている。ただし、ピクトグラム
の意味を理解するうえでは、それが使用されているコンテクストも影響を有しており、使用状況
の違いによって多義的に解釈され得るものも存在する。
　本稿で取り上げたのは限定的な事例であるが、さらに観点を精査のうえ、より広範な事例から
ピクトグラムの情報伝達機能を分析することを今後の課題とする。

画像出所
公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団」ホームページ
　　http://www.ecomo.or.jp/barrierfree/pictogram/picto_top2017.html（最終閲覧日：2017 年

11 月 30 日）
経済産業省ホームページ
　　http://www.meti.go.jp/press/2017/07/20170720002/20170720002.html（最終閲覧日：2017

年 11 月 30 日）
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